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（しだ・ゆういちろう）1967（昭和42）年新宿区生まれ。現在6期目。

1、おもてなし店舗支援
 新型コロナウィルス感染症の影響を受けている区内の小売・飲食・サービス業の店舗を営む中小事業者等
の「感染症拡大防止対策」「業態転換」「販売促進・顧客サービス向上」等の来客のおもてなし向上に対す
る取り組みを補助する。（補助上限額10万円・補助率10/10）
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環境建設委員会、オリンピック・パラリンピック文化観光等特別委員会に所属。

 身の回りや地域でのお悩みはありませんか?その一つ一つを解決した積み重ねが
街をよくするとの思いで活動しております。お気軽にご連絡ください。

◎令和３年度 ７月 補正予算より主な３項目のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症に対応する補正予算案を審議するため、区議会
臨時会が開かれました。今回の補正予算額は、総額約9億5千万円です。

 新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少した区内テナントの家賃を減額した賃貸人（中小事業
者等）に対し、減額した家賃の一部を助成する。
（1物件1か月あたり補助上限額75,000円・補助率3/4 ※物件件数の上限なし）

2、店舗等家賃減額助成

文章を入力してください。

〈当初〉 助成期間 令和3年4月1～令和3年9月30日
     申請期限 令和3年9月30日

〈変更後〉 助成期間 令和3年4月1～令和4年3月31日
      申請期限 令和4年3月15日

〈当初〉 対象期間 令和3年4月分家賃～令和3年9月分家賃（最大6か月間補助）
     申請期限 令和3年10月31日

〈変更後〉 助成期間 令和3年4月分家賃～令和4年3月分家賃（最大12か月間補助）
      申請期限 令和4年2月28日
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　職域接種については、「区民の６４歳以下の接種が６割にも満たない状況の中、区民以外

への優先接種」に疑問を抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。

　これについては、「モデルナのワクチンを供給するので、職域の方々へのワクチン接種を

進めてほしい」との国からの要請に新宿区が応えたものであり、「住民のワクチン接種の枠

ではない」という捉え方です。

　ワクチンの配給がどのくらいあるか不明な状況の中、区からの正しい情報を適宜お伝えし

ていきます。

3、新宿区職域接種の実施について
  職域接種制度を活用し、区の業務に携わるエッセンシャルワーカー及び区内の飲食店舗従業員等の
ワクチン接種を推進することで、コロナ禍における区民への福祉サービス等の提供の継続性を確保する
とともに、区内の新型コロナウィルス感染拡大を防止する。

  ①ワクチン接種期間等
   (1)会場設置期間
   8月中旬から12月中旬まで（4か月）を予定
 

  ②接種会場について
   区役所第一分庁舎地下2階・1階・8階

   (2)会場運営時間
 日曜日から土曜日 土日祝日含む週7日 ※ワクチン供給数に応じて変更の場合あり
 午前10時から午後7時まで

  ③ワクチン接種可能数について
   25,000人分（接種50,000回分）

  ④ワクチンメーカー
   武田／モデルナ社
  ④ワクチンメーカー
   武田／モデルナ社

  ⑤接種対象者について
   (1)区の業務に携わるエッセンシャルワーカー等に接種（10,000人を予定）
   ◎保育園・子ども園、幼稚園、小・中・養護学校などの子ども関連施設、高齢者施設
    障害者施設、保健所、清掃事務所などに勤務するエッセンシャルワーカー等
    (2)飲食店従業員等接種（15,000人を予定）
   ◎区内の飲食店舗※で仕事に従事している方
   （※食品衛生法に基づき飲食店の営業許可を受けている店舗）
   ◎新型コロナウィルスワクチン接種券が手元にある方
   ◎インターネットで区ホームページの閲覧・接種予約を行える方で、メールアドレ
    スをお持ちの方


